賛成討論　(給与問題)　　　　　　　　　　Ｈ２１．１１．３０
議第5号、議題8号、議題16号につきまして、創志会を代表して賛成の討論を致します。

このたびの長野県人事委員会勧告は特に期末勤勉手当に関しては過去に例がない厳しい削減でありましたが、こればかりでなく、平成に入って以降の２０年間、一度も国の人事院勧告と異なった勧告をしたことがなかった長野県ですから、地方分権の流れも考えますと、今回の勧告が今後の長野県人事委員会の今後の方向を定める一つの基準となりうる非常に大切なポイントとなることが予測されました。このため、創志会では、今回の勧告に至った議論の経緯や根拠、今後の方針などについて人事委員会の考え方をただしたく、本会議、委員会を通して確認をさせていただいたところであります。

長野県の厳しい経済状況を反映した調査結果は十分考慮すべきであり、民間と痛みを共有してこそ信頼関係が築かれる、という委員長の本会議説明は私たちとしてもよく理解できるところですし、調査が纏められた８月以降、ここにきて一層経済状況は厳しくなり、県内中小零細企業のボーナスの現状を勘案すれば、今議案の削減率も無理からぬ数字と考えます。

しかるに、この議論に至る以前の問題として、法を遵守しなかったという委員長の発言により、委員会途中で審議は中断し、そのまま、委員長自ら辞任という事態に至りました。県と県議会へ説明した内容が異なるものであり、その説明も明らかにしないままの委員長辞任は、責任を放棄したものであるばかりか、人事委員会の信頼性を損ねるものであります。この点だけは、本会議において明らかにしておくべきことと判断いたしました。
本来、明確に示されるべき人事委員会の考え方や、今後の方向性についての確認もできないまま、当議案の採択に至らざるを得なかったことは、誠に遺憾であり、残念でありました。
今後、国の勧告と異なる県の委員会勧告が出されていく時代になると推測されますが、そのときの、今後の考え方など、委員長として委員会を代表して県民に解りやすく説明して頂くことが、今議会に課せられた責任との思いでおりましたが、給与基準日である１２月１日を明日に控え、いたずらに議論を延長することは、より大きな負の経済的影響を全県に与えることを考慮し、課題を残しつつもその混乱を回避したいと考えのもとで、議第5号、議題8号、議題16号に賛成するものであります。

以上、本議案の賛成討論の理由といたします。

